
大阪がん診療地域連携パスについて 
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連携パス    

患者の診療の内容・流れが患者はもちろ

ん、どの分担診療者にも分かる！＝診療

録・情報の共有化のためのツール 

 

（策定の考え方） 

●がん診療のガイドラインやＥＢＭに沿った標準診

療であること（医療の質の確証と安全性の確保） 

●医療機関の役割分担が明記され、機能分化されて

いること（医療の機能分担） 

●拠点（基幹）病院－連携病院・診療所－看護 

―薬剤師（薬局）－（在宅）の連携体制であること

（医療ネットワークの構築） 

●連携（共同）診療計画書（表）を作成する 

（パス本体、医師用・患者用） 

●各々のがんにおいて、パス適応となる対象患者の病

期・病態が明記されていること 

●パス作成の対象を先ずは病状が比較的安定してい

る病期・病態患者さんとすること 

例えば、根治手術の術後患者、診断対象の患者など） 

治療の連携 

検診・診断の連携 

検査の連携 

（ 経過観察の連携） 

治療の連携 

支持療法の連携 

緩和療法の連携 

在宅の連携 

術後サーベイランス 

検査のパス・工程表 

経口抗がん剤 ホルモン療法 

点滴治療 

白血球減少、発熱、 

悪心・嘔吐、下痢、口内炎 

モルヒネ  

各種症状コントロール薬  

心理的ケア 

 

 胃がん・大腸がん前立腺がん 

肺がん・胃がん・ 

乳がん・大腸がん 

第１ステップ 

●大阪府下の医療圏内にて、できるだけ統一化

されたパスとして共有できること       

●各拠点病院等の診療内容に合わせた柔軟性

があるもの 

●すべての拠点病院、大学病院をはじめとして

実績のある病院、診療所の医師、看護師、薬剤

師、コメディカル等の幅広い参画のもと作成さ

れたものであること 

●全国に向けてモデルとして発信できるもの

であること 

連携パスの作成（Ｈ20.12 終了） 

第２ステップ 連携ネットワークの構築 

H21．1・2 月頃 
・各拠点病院ごと（各医療圏、各医師会）にパスを

各医療圏の医師会・有志の医師に提示 
・家見交換会で、調整 

連携医として各拠点病院に登録 

第 3ステップ 

医療圏単位で、試行 
平成 21 年 4 月（一部では既に先行施行） 

豊  



 

（参 考） 

 

※大阪府がん診療連携協議会（ 会長 松浦 成昭 大阪国際がんセンター 総長 ） 

 

 大阪府下の都道府県がん診療連携拠点病院（大阪国際がんセンター）及び地域がん診療 

連携拠点病院（18 施設）と大阪府がん診療拠点病院（45 施設）、小児がん拠点病院 

（3施設※重複含む）大阪府健康医療部により構成される協議会で、府下のがん診療連 

携等についての協議・各種研修計画の策定・実施等を行っています。 

 

（参加施設等） 

 大阪国際がんセンター        市立岸和田市民病院 

 市立豊中病院            大阪市立総合医療センター 

 大阪大学医学部附属病院       大阪医療センター 

 大阪医科大学附属病院        大阪赤十字病院 

 関西医科大学附属枚方病院      大阪市立大学医学部附属病院 

 市立東大阪医療センター       堺市立総合医療センター 

 近畿大学医学部附属病院       大阪急性期・総合医療センター 

 大阪南医療センター         八尾市立病院 

大阪労災病院            大阪府健康医療部 他 

 

 

※地域連携クリティカルパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等が作成する診療役割分担表、共同 

計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患者に対する診療全体を体系

化したものをいいます。 

 がん対策基本法に基づくがん対策推進計画並びに厚生労働省の定めた「がん

診療連携拠点病院の整備にかかる指針（平成 20 年 3 月 1 日厚生労働省健康局長 

通知）」において、地域がん診療連携拠点病院の指定要件として我が国に多いが

ん（肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、乳がん）について、地域連携パスを

整備することが定められています。 



大阪府がん診療連携拠点病院関係組織図 

 

 

             （平成 19 年 7 月 6日設置 医師、関係職種等により構成） 

                 参加団体 都道府県がん診療連携拠点病院  １ 

                      地域がん診療連携拠点病院    18 

                      大阪府がん診療拠点病院     45 

                      小児がん拠点病院         3（※重複含む） 

                      大阪府保健医療部健康づくり課  １ 

                 事務局  大阪国際がんセンター 

 

 

（平成 20 年 4 月 23 日設置 医師等により構成） 

                 事務局：大阪国際がんセンター 医事グループ 

              肺がん検討班 

 

              胃がん検討班 

              

             大腸がん検討班 

              

             乳がん検討班 

              

             前立腺がん検討班 

              

             肝がん検討班 

              

 

 

 （平成 19 年 7 月 29 日設置。ケースワーカー等により構成） 

         事務局：大阪国際がんセンター 相談支援センター 

 

 

        がん登録部会（平成 20 年 8 月 20 日設置。医師・事務職員等により構成） 

        がん診療情報提供のあり方検討部会 

（平成 21 年 7 月 28 日設置。医師、事務職員等により構成） 

        （平成 26 年 7 月合併） 

         事務局：大阪国際がんセンター がん対策センター 

 

 

        （平成 21 年 2 月 10 日設置。医師、事務職員等により構成） 

         事務局：大阪国際がんセンター がん対策センター 

 

 

 

        （平成 23 年 3 月 15 日設置。医師等により構成） 

         事務局：大阪母子保健総合医療センター 

大阪府がん診療連携協議会 

地域連携クリティカルパス部会 

相談支援センター部会 

がん登録・情報提供部会 

緩和ケア部会 

小児・AYA 部会 
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